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議
員
研
修

研
修
日　
令
和
4
年
10
月
27
日（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
28
日（
金
）

会
　
場　
品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

　
　
　
　
（
東
京
都
港
区
）

【
メ
イ
ン
テ
ー
マ
】

「
２
０
５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
と
原
子
力
～
立
地
地
域
が
目
指
す
こ

れ
か
ら
の
方
向
性
～
」

【
分
科
会
】

・
第
１
分
科
会
「
脱
炭
素
社
会
に
お
け

る
立
地
地
域
の
在
り
方
」

・
第
２
分
科
会
「
脱
炭
素
社
会
に
お
け

る
原
子
力
の
在
り
方
」

・
第
３
分
科
会
「
原
子
力
防
災
体
制
と

避
難
計
画
」

・
第
４
分
科
会
「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
と

使
用
済
核
燃
料
の
中
間
貯
蔵
・
最
終

処
分
」

・
第
５
分
科
会
「
原
子
力
安
全
対
策
と

原
子
力
規
制
」

第
13
回
全
国
原
子
力
発
電
所

立
地
議
会
サ
ミ
ッ
ト

第 13回全国原子力発電所立地議会サミット開会式

原
子
力
発
電
等
の
課
題
に
つ
い
て
議

論
し
、
ま
た
、
各
立
地
地
域
に
お
け
る

固
有
の
問
題
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
安
全
・
安

心
の
確
保
と
地
域
の
振
興
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
全
国
の
原
子
力
発
電
所

立
地
自
治
体
の
議
員
な
ど
４
０
０
名
を

超
え
る
参
加
者
が
あ
り
、
今
回
は
、
御

前
崎
市
議
会
議
長
が
実
行
委
員
長
と

な
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ミ
ッ
ト

で
は
、
一
般
財
団
法
人 

日
本
エ
ネ
ル

ギ
ー
経
済
研
究
所 

村む
ら

上か
み

朋と
も

子こ

氏
か
ら

「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
原
子
力

政
策
」
に
つ
い
て
基
調
講
演
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
５
つ
の
分
科
会
に
分

か
れ
議
論
し
、
翌
日
の
全
体
会
で
、
各

分
科
会
か
ら
の
報
告
が
あ
り
、
国
か
ら

コ
メ
ン
ト
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
閉
会

式
で
サ
ミ
ッ
ト
宣
言
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
。

視
察
研
修

視
察
日　
令
和
4
年
11
月
8
日（
火
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
9
日（
水
）

視
察
先
及
び
内
容

○
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
化
・
お

く
や
み
コ
ー
ナ
ー
に
つ
い
て
（
滋
賀

県
長
浜
市
）

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
の
手
続

き
は
、
御
遺
族
に
と
っ
て
不
安
で
負
担

が
か
か
り
ま
す
が
、
長
浜
市
で
は
市
役

所
各
課
に
わ
た
る
手
続
き
を
「
お
く
や

み
コ
ー
ナ
ー
」
だ
け
で
行
え
る
よ
う
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
手
続
項
目
を
一
冊
に
ま
と

め
た「
お
く
や
み
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」は
、

全
国
で
初
め
て
有
料
広
告
を
入
れ
た
こ

と
で
、
ゼ
ロ
予
算
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

〇
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
相
談
支
援
・
リ
ア

ル
タ
イ
ム
危
機
管
理
情
報
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
（
愛
知
県
豊
田
市
）

豊
田
市
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
投
稿
な

ど
か
ら
災
害
に
関
連
す
る
情
報
を
瞬
時

総
務
経
済
・
文
教
厚
生

委
員
会
合
同
視
察
研
修

に
抽
出
し
、
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
上
に
表

示
ま
た
は
音
声
告
知
に
よ
っ
て
情
報
を

通
知
す
る
シ
ス
テ
ム
「
ス
ペ
ク
テ
ィ
」

の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
災
害
時
に
正

確
な
情
報
収
集
が
困
難
な
初
動
期
に
お

い
て
、
災
害
情
報
の
迅
速
な
把
握
が
で

き
、
信
憑
性
の
判
断
を
Ａ
Ｉ
が
行
う
こ

と
で
、
早
期
に
災
害
対
応
に
当
た
る
体

制
が
構
築
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

豊田市 長浜市


